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特定非営利活動法人広瀬川の清流を守る会 

代表理事 日 下 均 Tel  ０２２‐２４７‐６５２２ 

〒９８２００１１仙台市太白区長町一丁目７－３７－５ 
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１９９９年５月設立（2000年４月法人化） 

 

 

＜報 告＞ 

３／ ９（土） 清掃活動（郡山堰～広瀬橋両岸の河川敷） 

３／３１（日） 仙臺緑彩館歴塾フォーラム（午前１１時～フジ棚植樹式・午後１時～歴塾開催） 

主催/特定非営利活動法人広瀬川の清流を守る会 共催/青葉山エリアマネジメント 

＜予 定＞    

４／１３（土） 清掃活動１０時～１２時 広瀬橋集合（広瀬橋右岸橋姫明神前）・河川敷駐車（可） 

        恒例の花見会を行い、広瀬川を語り合います。ご家族でご参加下さい。（会員無料） 

天候悪い場合は中止（HP掲示板でお知らせします）長靴、手袋を持参下さい。 

４／２７（土）理事会 開催 会場（守る会事務所） 

５／１８（土）第２４回通常総会 開催 会場未定） 

今年度＜広瀬川の清流を守る条例・制定５０周年記念イベント＞企画（予定） 

１ 条例制定５０年の振り返り（公開講座開催）      ⇒ 気づき 

２ 広瀬川の課題（治水・利水・環境）に関する現状    ⇒ 知る 

３ 国、県、市（行政）と事業者・市民の責務に関する事項 ⇒ 考える 

４ 紙面への投稿（新聞）                ⇒ 実現へ 

＜法人設立２００１年４月・活動趣旨＞ 

１９７４年仙台市制定「広瀬川の清流を守る条例」第１条に基づく市民協働の活動を行います。 

広瀬川の自然・歴史・文化を育み、市長・事業者・市民の責務（協働）によって国県市が連携して治水・利水・環境

のバランスのとれた「水循環」を保持し、日本特有の清流の象徴「アユ」が泳ぐ川づくりを目指します。 

皆様方のご意見をお待ちしております（宛先／ 日下） 

個人・法人会員募集（個人年会費５０００円・法人年会費１０，０００円） 

広瀬川の岸辺に桜が咲き、間もなく見頃となります。 

３月３１日仙台市青葉区追廻「仙臺緑彩館」で本会主催によ

る「河水千年の夢」第３部を開催。午前にフジ花の植栽式を

行い、午後から「仙臺・歴塾」を開催。塾頭となった学芸員

菅野正道氏が講演し、政宗様と白石城主片倉小十郎との縁と

絆を語りました。白石城跡にあった旧制中学校の卒業生が政

宗公の騎馬像製作者の小室達です。その関係者を含め、定員

１００名ほどの参加となりました。２部では、若い世代から

伊達文化に関する活動報告があり広瀬川を基軸とした自然、

歴史、文化の魅力発見と交流の場を語り合う「仙臺歴塾」を

開催し、未来へ繋ぐスタートを切りました。 
仙臺慮緑彩館（片倉小十郎屋敷跡） 

仙台市青葉区川内追廻無番（広瀬川大手橋） 
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